
生活習慣病未治療者

生活習慣病重症化予防事業における個人情報の流れ

④対象者データ引渡し

（資料37-１）

【特定健診等データ管理システム】

(ア) 血糖
(イ) 血圧（追加）
(ウ) 脂質（追加）

(ア)(イ)(ウ)いずれかが
受診勧奨値を超えて、問診票で服

薬がないと記入した者
のデータ＝

③情報の突合
（目的外利用）

Aの対象者データのうち

生活習慣病未治療者のデータ

・受託事業者が
直接、CD-Rを
引き取る。

・ CD-Rの運搬は
鍵付ケースに
入れ運搬する。

「血糖」の受診勧奨値を超えて服薬がない者の目的外利用および業務委託は、平成26年度第６回本審議会承認・了承事項
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②結果報告
・
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取込み

・入退室管理システムの整備
・記録媒体利用制限
・アクセス制限
・ID、パスワードによる利用認証
・インターネットからの分割
・ログ監視

Aの対象者データのうち

生活習慣病未治療者のデータ

【国保総合システム】

調剤・レセプト情報
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⑥電話及び文書による受診勧奨

⑤CD-Rの
取込み


